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経営統合・合併時のアカウント利用について（一般利用者） 

 

JAFTAS®を既にご利用中の一般利用者同士が合併した場合、代表１アカウントのみを存続アカウントとし、

その他のアカウントは閉鎖アカウントに変更いたします。閉鎖アカウントは、一部操作（原産資格喪失の連絡等）

を除き、閲覧のみのご利用となります。 

※合併以前の各社のアカウントをそれぞれ継続して利用されたい場合には、契約利用者として別途事業部アカウ

ント契約（有料）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆JAFTAS®での手続き 

（1）一般利用者として継続される場合 

JAFTAS®サポートデスクまでご連絡いただけましたら、申込書（企業名変更・合併/閉鎖）を送付させてい

ただきます。申込書を提出いただいた後、申込書に記載いただいた変更日に、弊社システム部門にて JAFTAS

登録情報（社名、法人番号）の変更を行います。 

※申込書・その他提出物については、変更が行われる期日よりも 2 週間前のご提出をお願いしています。経

営統合・合併が行われた後のお申し出の場合、個別のご確認事項等が発生いたしますことご了承ください。 

 

 経営統合・合併後のご状況 ご提出いただく書類 

1 存続アカウント企業となる場合で、 

社名や法人番号に変更がない場合 

特に申込書の提出は不要です 

別途合併後に必要となる手続きについてご案内を差し上げます 

2 存続アカウント企業となる場合で 

社名や法人番号が変更となる場合 

JAFTAS®申込書（企業名変更・合併）をご提出ください 

3 閉鎖アカウント企業となる場合 JAFTAS®申込書（閉鎖）をご提出ください 

上記 2 もしくは 3 に該当する場合、JAFTAS®申込書（企業名変更・合併/閉鎖）をご提出ください 

提出先：JAFTAS®サポートデスク 

      Mail：jaftas_support@tktc.co.jp 

      TEL：03-5219-8761 

 

提出期限：合併の効力発生日２週間前 
 

その他提出物：合併を示すプレスリリース等の書面（PDF、Web サイト URL でのご連絡も可） 

 

まずは、経営統合・合併の状態を、サポートデスクにお聞かせください 
 

・原則として、法人番号が存続する企業の JAFTAS 企業 ID を持つアカウントが存続アカウントとなります 

・また、新設合併の場合、原則として、新設される法人番号を持つ企業に対して新しい企業 ID を設定します  
 

ただし、経営統合・合併の形式と JAFTAS 利用状況によっては、ご希望の企業 ID を存続企業 ID としてお使
いいただける場合もございますため、事前にご相談ください 
 

※JAFTAS®サポートデスクでは、企業間の仲介もサポートしております 
お手伝いを希望される場合には、ご連絡ください 
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（２）事業部アカウント（有料）をご希望の場合 

移行期間終了後も、合併以前の各社のアカウントを継続利用される場合には、事業部アカウントへのお申込

みをお願いしております。別途ご契約が必要となりますので、詳細は JAFTAS®サポートデスクへお問い合わせくだ

さい。 

 

◆経営統合・合併にあたってのお願い 

・お取引先様に、事前に経営統合・合併される旨のご連絡をお願いします。 

※JAFTAS®サポートデスクによる、経営統合・合併の周知のお手伝いを希望される場合には、ご連絡ください。 

 

・存続アカウント企業で社名変更ありの場合、もしくは閉鎖アカウント企業に変更される場合には、経営統

合・合併時までに仕掛中の調査（D）、回答（A）、依頼（R）を最終ステータスまで進めてください。 

経営統合・合併時までに、各 ID について、下記の通りステータスをお進めいただけますようお願いします。 

※仕掛中の調査や依頼の完了までに、仕入先様との連絡や原産資格調査の手順等でお困りのことがございま

したら、どうぞ JAFTAS®サポートデスクまでご連絡ください。 

 

メニュー 最終ステータス 注意点 

1 調査回答・回答

送信（A） 

「承認済」 「回答済」の場合、万が一回答差戻しとなりますと以下の状況と

なりますため、依頼者様にて「承認済」までお進めいただくようご連

携をお願いいたします 

存続アカウントとして社名変更された場合： 

旧社名での再回答となります 

JAFTAS では、ID 作成時点の企業名で根拠書類やサプラ

イヤー証明書を作成する仕組みとなっております。そのため、

既に作成済の ID については、社名変更を行っても自動的に

変更が反映いたしません事ご了承ください*1 

閉鎖アカウントの場合： 

閉鎖アカウントへ変更後は回答送信不可となりますため、再

回答することができません 

2 調査依頼・回答

受信（R） 

「承認済」 社名変更期日までに、回答を受領の上でご承認をお願いします 

3 原 産 資 格 調 査

（D） 

「調査完了」 調査回答・回答送信（A）と紐づいている ID につきましては、

社名変更期日までに、調査完了まで進めてください 

 

*1 日本商工会議所様への提出を含め、旧社名と新社名と発行日付の整合性が取れていれば、旧社名でのサ

プライヤー証明書、対比表、計算ワークシート等の文書の有効性に問題はありません。 
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◆日本商工会議所への手続き 

・以下の場合は日本商工会議所への手続きが必要です 

－第三者証明制度の協定を利用している 

－日本商工会議所へ原産品判定依頼、原産地証明書 

の発給申請を行っている 

 

・手続きは以下の通りです。 

手続きに時間を要する場合もございますので、登記事項の変更が発生する場合には、なるべく早め（変更日

の１ヶ月前程度を目安）に日本商工会議所国際部へご連絡頂くことを推奨いたします。 

 

－日本商工会議所 第一種特定原産地証明書発給システムにて企業情報の変更の手続きを行う 

－必要書類を日本商工会議所へ郵送する 
 

詳細は、以下 URL をご参照ください。 

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/kigyotoroku-system-sousasetsumeisho.pdf 

 

＜ご不明点は下記「JAFTAS®サポートデスク」までお問い合わせください＞ 

JAFTAS®サポートデスク https://jaftas.jp 

TEL：03-5219-8761 mail：jaftas_support@tktc.co.jp 

 

 

【ご連絡先】 

日本商工会議所 

国際部 特定原産地証明担当 

 

■TEL：03-3283-7850 

■MAIL：tokuteico@jcci.or.jp 

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/kigyotoroku-system-sousasetsumeisho.pdf

